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■新たに課税事業者となる方
　個人事業者の方で、新たに課税事業者（消費税の
申告・納付が必要な方）となる場合には、納税地の
所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書（基準期
間用）」を提出する必要があります。
■令和５年分において課税事業者となる方
　令和３年分（基準期間）の課税売上高が 1,000 万
円を超えている場合には、令和５年分は消費税の課税
事業者に該当します。
※�令和３年分とは、
令和３年１月１
日から令和３年
12 月 31 日まで
の期間に係る年
分をいいます。

※�令和３年分（基準期間）の課税売上高が 1,000 万
円以下であっても、令和４年１月１日から令和４
年６月 30 日までの期間（特定期間）の課税売上
高が 1,000 万円を超えている場合には、令和５年
分は消費税の課税事業者に該当します。この場合、
納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出
書（特定期間用）」を提出する必要があります。

　なお、特定期間における 1,000 万円の判定は、課
税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によるこ
ともできます。

消費税の届出はお済ですか？消費税の届出はお済ですか？

ＩＰ

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）

くらし
　

厚
生
労
働
省
で
は
、『
国
民
一

人
一
人
が
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期

の
生
活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
す

日
』
と
し
て
、
11
月
30
日
（
い
い

み
ら
い
）
を
「
年
金
の
日
」
と
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
ご
自
身
の
年
金

記
録
や
年
金
見
込
額
を
確
認
し
、

将
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利

用
い
た
だ
く
と
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
い
つ
で
も
ご

自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る

ほ
か
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

機
能
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

・
将
来
の
年
金
見
込
額
の
試
算

・
電
子
版
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の

　

閲
覧

・
受
給
に
関
す
る
各
種
通
知
書
の

　

確
認
な
ど

利
用
方
法　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か

は
「
年
金
の
日
」
で
す

　

献
血
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま

す
。

　

献
血
さ
れ
た
方
に
は
各
種
血
液

検
査
の
結
果
が
届
き
、
献
血
を
す

る
こ
と
で
、
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
献
血
者

が
減
少
し
て
い
ま
す
。
血
液
製
剤

を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
に

も
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
献
血

車
の
中
は
個
別
に
仕
切
り
、
消
毒

を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

献
血
日　

12
月
５
日
㈪

場
所
・
時
間

●
月
形
刑
務
所　

午
前
９
時
30
分

　

～
11
時

●
月
形
町
役
場

　

午
後
０
時
30
分
～
４
時
30
分

問
合
せ
先　

保
健
福
祉
課
保
健
係

　

☎　

 

53
・
３
１
５
５

健　康
献
血
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

ＩＰ

10
月
１
日
付
け

●
月
形
町

▽
企
画
振
興
課
企
画
係
（
保
健
福

祉
課
地
域
福
祉
係
）
木
須
將
門
▽

企
画
振
興
課
地
域
振
興
係
（
町
立

病
院
医
事
係
）
川
尻
幹
太

人　事
月
形
町

人
事
異
動

　

月
形
町
公
平
委
員
会
よ
り
月
形

町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の

公
表
に
関
す
る
条
例
第
４
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
令
和

３
年
度
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て

報
告
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

公　表
人
事
行
政
の
運
営
な
ど

の
状
況
に
つ
い
て

１　

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の

　

要
求
の
状
況　

措
置
要
求
な
し

２　

不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服

　

申
し
立
て
の
状
況　

不
服
申
し

　

立
て
な
し

問
合
せ
先　

総
務
課
総
務
係
☎　

 

　

53
・
2
3
2
1

　

ら
ロ
グ
イ
ン
ま
た
は
日
本
年
金

　

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ロ

　

グ
イ
ン
（
詳
し
く
は
、
日
本
年

　

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
）

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

http://w
w

w
.nenkin.

　

go.jp/n_net/

令和３年
（基準期間）

令和５年
（課税期間）

令和４年

者業事税課課税売上高1,000万円超

課税売上高1,000万円以下 課税売上高等
1,000万円超

（特定期間）
1/1～6/30

課税事業者

問合せ先 岩見沢税務署 ☎ 51・1009
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　11月 18 日から 24 日までは、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間です。
　夫やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュ
アル・ハラスメント、ストーカーなど、女性の人権に
関する悩み事や心配事について、法務局職員や人権擁
護委員が解決に向け、相談時間を延長して対応します。
　相談は無料で、秘密は厳守されますので、お気軽に
ご相談ください。

専用相談電話  ０５７０・０７０・８１０
〈 相談受付時間 〉
　11 月 18 日・21 日・22 日・24 日 8：30 ～ 19：00
　11 月 19 日・20 日・23 日　10：00 ～ 17：00

札幌法務局人権擁護部

11 月 30 日は

納期限納期限
です

第４期
固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料｝

～２０２２年の納付期限一覧～

８月３１日

１２月２６日

第５期

ＩＰ

催　し
令
和
５
年
月
形
町

成
人
式
の
開
催

　

次
の
と
お
り
成
人
式
を
開
催
し

ま
す
。
町
外
に
お
住
ま
い
の
方
で

も
、
希
望
さ
れ
る
方
は
出
席
で
き

ま
す
の
で
、
左
記
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

開
催
日　

令
和
５
年
１
月
７
日
㈯

場
所　

多
目
的
研
修
セ
ン
タ
ー

対
象
者　

平
成
14
年
４
月
２
日
～

　

平
成
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

問
合
せ
先　

教
育
委
員
会
社
会
教

　

育
係
☎ 　

53
・
３
４
４
３

　

空
知
地
方
技
能
訓
練
協
会
で

は
、
次
の
と
お
り
職
業
訓
練
指
導

員
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

場
所　

札
幌
市
、
旭
川
市
ほ
か

実
施
日　

令
和
５
年
１
月
上
旬
か

　

ら
２
月
下
旬
の
う
ち
、
定
め
ら

　

れ
た
７
日
間
（
計
48
時
間
）

定
員　

１
０
０
人
（
希
望
者
が
多

　

い
場
合
は
訓
練
業
務
に
つ
く
方

募　集
職
業
訓
練
指
導
員
講
習

の
受
講
者
募
集

　

月
形
町
の
人
権
擁
護
委
員
と
し

て
、
前
期
に
引
き
続
き
清
水
英
俊

さ
ん
（
北
農
場
１
）
が
10
月
１
日

付
け
で
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
長

が
推
薦
し
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し

た
民
間
の
方
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

経
験
を
持
つ
方
た
ち
が
、
地
域
の

中
で
人
権
思
想
を
広
め
、
皆
さ
ん

の
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に

配
慮
し
、
人
権
を
擁
護
す
る
た
め

に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
相
談
は
無
料
で
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
困
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

月
形
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
、

次
の
方
々
で
す
。

　

尾
崎
美
世
子  

氏
（
北
農
場
１
）　

　

清
水
英
俊  

氏
（
北
農
場
１
）

　

鳥
潟
真
二  

氏
（
市
北
５
）　

　

な
お
、
人
権
擁
護
委
員
制
度
に

福　祉
人
権
相
談
は

人
権
擁
護
委
員
に

　

を
優
先
し
ま
す
）

受
講
料　

２
万
４
２
０
０
円
（
受

　

講
手
数
料
・
消
費
税
・
テ
キ
ス

　

ト
代
含
む
）

受
講
資
格　

技
能
検
定
試
験
の
１

　

級
お
よ
び
単
一
等
級
の
合
格
者

受
付
期
間　

11
月
28
日
㈪
～
12
月

　

９
日
㈮

申
込
方
法　

左
記
の
問
合
せ
先
に

　

申
し
込
み
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先　

空
知
地
方
技

　

能
訓
練
協
会
☎
０
１
２
５
・
24

　

・
１
８
８
０

空
知
地
方
税

合
同
公
売
会
in
岩
見
沢

その他
　

差
押
さ
え
た
財
産
の
合
同
公
売

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
に
は
、買
受
代
金
（
現
金
）、

印
鑑
（
認
印
、法
人
は
代
表
者
印
）、

運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明

書
、委
任
状
（
代
理
入
札
の
場
合
）、

が
必
要
で
す
。

場
所　

空
知
総
合
振
興
局
４
階
講

　

堂
（
岩
見
沢
市
八
条
西
５
丁
目
）

日
時　

12
月
４
日
㈰
正
午
～
午
後

　

１
時

問
合
せ
先　

空
知
総
合
振
興
局
納

　

税
課
☎
20
・
０
０
５
５

関
す
る
詳
細
は
、
左
記
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

合
せ
先　

札
幌
法
務
局
岩
見
沢

支
局
☎
22
・
０
６
１
９
ま
た
は

保
健
福
祉
課
地
域
福
祉
係
☎

　

53
・
３
１
５
５

▲清水英俊さん（北農場１）

ＩＰ
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岩
見
沢
市
通
年
雇
用
促
進
協
議

会
で
は
、
次
の
と
お
り
経
営
者
向

け
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

11
月
17
日
㈭
午
後
２
時
～

　

４
時

実
施
形
式　

会
場
受
講
ま
た
は
オ

　

ン
ラ
イ
ン
受
講　

場
所　

岩
見
沢
市
民
会
館
・
文
化

　

セ
ン
タ
ー
ま
な
み
ー
る
多
目
的

　

室
１
・
２
（
岩
見
沢
市
９
条
西

　

４
丁
目
１
番
地
１
）

内
容　

①
求
職
者
に
選
ば
れ
る
企

　

業
の
魅
力
や
人
材
が
集
ま
る
求

その他
経
営
者
向
け
セ
ミ
ナ
ー

を
開
催
し
ま
す

　

人
情
報
の
発
信
方
法
な
ど
の
採

　

用
活
動
手
法
②
離
職
防
止
に
つ

　

な
が
る
効
果
的
な
多
様
な
働
き

　

方
定
員　

20
人
（
オ
ン
ラ
イ
ン
受
講

　

者
は
定
員
な
し
）

問
合
せ
先　

岩
見
沢
市
通
年
雇
用

　

促
進
協
議
会
☎
24
・
３
６
２
５

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法

対
応
は
お
済
で
す
か
?

その他
　

男
女
と
も
仕
事
と
育
児
を
両
立

で
き
る
よ
う
、
育
児
・
介
護
休
業

法
が
改
正
さ
れ
、
今
年
４
月
か
ら

順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

10
月
か
ら
は
産
後
パ
パ
育
休

（
出
生
児
育
児
休
業
）
や
育
児
休

業
の
分
割
取
得
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
改
め
て
社
内
制
度
の
確
認
、

就
業
規
則
の
見
直
し
な
ど
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

詳
細
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

北
海
道
労
働
局
雇
用

　

環
境
・
均
等
部
指
導
課
☎
０
１

　

１
・
７
０
９
・
２
７
１
５

した。北海道をドライブするのはとても楽しいです。
最近、初めて函館までドライブをしました。とてもきれ
いな街で、道南をドライブするのはとても楽しかった
です。北海道の北部や東部もドライブしてみたいです。
　最近、12 月の日本語能力試験に向けて勉強を始めま
した。試験に向けて勉強することはたくさんあります。
英検や入試を控えている生徒の気持ちがよくわかりま
す。今年はお互いに多くのことを学び合えるようにし
たいです。受験で緊張していますが、がんばります。
　月形のみなさんが安
全に、そして雪が降る
前の気持ちの良い気候
を 満 喫 で き る よ う に
願っています。

Until next time!

令和４年
４月１日施行

育児休業を取得しやすい雇用環
境整備、個別周知・意向確認の
措置の義務化

令和４年
10月１日施行

産後パパ育休（出生児育児休業）
の創設、育児休業の分割取得

令和５年
４月１日施行

育児休業取得状況の公表の義務
化（従業員 1,000 人超企業対象）

▼改正のポイント

Hello again, Everyone!
　皆様、お元気でお過ごしでしょうか。素晴らしい夏
を過ごされたことと思います。夏はあっという間に過
ぎ去りましたが、私はここ北海道で秋の色彩を見るの
が楽しみです。秋は私の大好きな季節です。スープや
パイを作るには最高の気候です。
　今年の夏は月形中学校での花火大会がとても楽し
かったです。カナダではパンデミックの影響で花火大
会ができなかったので、数年ぶりに花火を見ることが
できてよかったです。来年
は月形でもっと大きな夏祭
りができるといいなと思い
ます。
　また、今年の夏はレンタ
カーを借りることができま

■ 冬の交通安全運動
　11月13日～22日までの間、冬の交通安全運動が始ま
ります。冬タイヤには早めの交換を！乗車時は全席
シートベルトの装着を確実に！
■ 凍結路面の運転に注意
　ブラックアイスバーンは雪道以上に滑
りますので、予測運転が必要です。発
進、停止、カーブでは「急」な操作を控えましょう。
■ 夜間は反射材を身につけて
　夜間に出歩くとき、歩行者は自転車や自動車に気づ
かれやすいよう反射材を身につけましょう。
■ 飲酒運転は悪質な犯罪
　残念ながら、悲惨な事故が後を絶ちません。
二日酔いを含めて、飲酒運転はしない、させない！
問合せ先

　月形町交通安全推進協会（総務課危機管理係）
　☎ IP 53・2321

ＡLＴ（外国語指導助手）

Ｖｏl.3活動レポート活動レポート

冬の交通安全運動はじまる冬の交通安全運動はじまる
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　屋根雪が多いと、地震の揺れによる家の倒壊、落雪
により通行人が巻き込まれる危険があるほか、避難路
をふさぐ原因にもなりますので、日頃から自宅周辺など
で落雪のおそれがあるところを確認しておきましょう。
　冬の路面は滑りやすく、天候によって移動が困難に
なり、夏場よりも避難に時間がかか
ります。また、細い道などは積雪
により歩行困難になることがあるの
で、冬場でも通れる避難路を防災
ガイドブックなどで確認しておきま
しょう。

１. 雪に対する備え～防災ガイドブックの活用を～

2. 火災に対する備え

　冬場の地震では暖房器具を使用するため、火災のリ
スクが高まります。転倒時に自動停止機能があっても、
停電からの復電と共に再起動したり、
配線の損傷から漏電したりして出火
する通電火災に注意が必要です。日
頃から暖房器具のそばに可燃物を置
かないようにし、避難時にはブレーカーを切りましょう。

３. 寒さへの備え

　地震などの災害により電気やガスが止まり、暖房器
具が使えなくなったり、救助活動や物資輸送が遅れる
ことも考えられますので、携帯式の暖房器具を用意して
おきましょう。また、防寒着や
防寒靴、毛布、カイロなどを
避難時にすぐ持ち出せるように
しておくと安心です。
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防災対策専門員による防災講座
～冬季の地震に備えて～

　冬季に地震が発生した場合、揺れによる被害のほか
に、雪や寒さに起因する二次災害が予想されます。こ
れからの季節は、下記に注意する必要があります。
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募集種目 受験資格 受付期限 試験期日

自衛官候補生 18歳以上 33歳
未満の方 12月９日

12月 17日
～ 18日

（うち１日）

陸上自衛隊高
等工科学校生
徒（推薦）

男子で中卒（見
込含）17歳未満
の方かつ学校長
が推薦できる方

12月２日

令和５年
１月５日
～７日

（うち１日）

陸上自衛隊高
等工科学校生
徒（一般）

男子で中卒（見
込含）17歳未満
の方

令和５年
１月６日

令和５年
１月 14日
～ 15日

（うち１日）

　北海道内で事業を営む使用者およびその事業所で働く
全ての労働者（臨時、アルバイトなどを含む）に適用さ
れる北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時
　に支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入され
　ません
●最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法違
　反として処罰されることがあります
●特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、
　「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
　器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、
　船体ブロック製造業」）で働く方には北海道の特定最低
　賃金（産業別）が適用されます
問合せ先　岩見沢労働基準監督署☎ 22・4490

最低賃金額　時間額　９２０円
効力発生年月日　令和４年１０月２日

問合せ先問合せ先 消防月形支署☎　 53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）消防月形支署☎　 53・2154（一般）　☎ 24・0119（火事情報）　☎ 119（救急・火事）IPIP

　119番通報は岩見沢消防署の通信指令員が受けて
おり、出動場所が特定された段階で消防車や救急車
が出動します。「落ち着いて」・「正確」に通信指令員の
質問に答えていただくことで現場到着時間の１分、
１秒短縮につながります。いざというときに備えて
119番通報要領の確認をお願いします!!

１１月９日は「１１９番の日」

出動できません!!・どこにいるのかわからない
・一方的に状況を伝え電話を
　切ってしまう

早く来て
ください!!

住所を教え
てください

■急いでいる時こそ
　　　　  落ち着いて正確に ! !

１１９番通報要領

１１９番通報

火災ですか？救急ですか？

消防車又は救急車を向かわせる
住所を教えてください。

（例）月形町○○の△△宅です。隣の住宅は□□宅です。
 　　（住所は行政区または住所で伝えても構いません）

何が燃えていますか？
（例）２階建て住宅の１階台所で
　　天ぷら油に火がついて燃え
　　ています。

誰がどうしましたか？
（例）○○歳の父親が胸を押さえて
　　苦しがっています。

ケガ人や逃げ遅れた人は
いますか？

（例）２階寝室に○歳の息子が
　　逃げ遅れています。

治療中の病気や
通院中の病院は？

（例）○○病で△△病院に通院して
　　います。

最後にあなたのお名前と
現在使っている電話番号を教えてください。

（例）私の名前は 　月　形　太　郎　です。
　　電話番号が　〇〇〇〇－△△－□□□□  です。


